
 

平成２９年度 長崎県国民健康保険団体連合会職員採用試験案内 

 

長崎県国民健康保険団体連合会 総務課 

 

 長崎県国民健康保険団体連合会の職員採用試験を、次のとおり行います。 

 

１ 受付期間   平成２９年 ８月 １日（火）～平成２９年 ９月１４日（木） 

２ 第一次試験日 平成２９年１０月２８日（土） 

３ 試験職種等 

試験職種 採用予定数 職務内容 受 験 資 格 

一般事務 

（大学卒業

程度） 

 

若干名 国民健康保険及び

介護保険等に関す

る業務 

次の（１）または（２）のいずれかの   

要件を満たす者 

（１）昭和６３年４月２日から平成８年

４月１日までに生まれた者（学歴不問） 

（２）平成８年４月２日以降に生まれた

者で、学校教育法による大学（短期大学

を除く。）を卒業した者または平成３０年

３月３１日までに卒業見込みの者 

 

次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・日本国籍を有しない者 

・成年被後見人又は被保佐人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくな

るまでの者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 試験の方法 

試 験 の 種 目 試 験 の 内 容 

第一次試験

（一般事務） 

教養試験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての多肢選

択式による筆記試験 

事務適性検査 職務遂行に必要な適性についての検査 

第二次試験 

（共通） 

論文試験 文章による表現能力等についての筆記試験 

人物試験 人柄等についての個別面接による試験 

身体検査 

胸部疾患の有無等、職務遂行に必要な健康度についての検査

（国保連合会が指定する医療機関で受診した健康診断書の提

出を求め、身体検査にかえます） 



 

５ 試験の日時、場所及び発表 

 

 

６ 受験手続及び受付期間 

 

受付期間 

平成２９年８月１日（火）から平成２９年９月１４日（木）の９時から 

１７時まで。ただし、土曜、日曜、祝日を除く。 

郵送の場合は、平成２９年９月１４日までの消印のあるものに限り受け付け

ます。 

試   験 日      時 場  所 合 格 発 表 

 

第一次試験 

 

 

平成２９年１０月２８日（土） 

◎一般事務 

入室開始 ９時 

着  席 ９時４０分 

教養試験 

１０時～１２時 

     （２時間） 

事務適性検査 

１２時２０分  

～１２時３０分 

（１０分間） 

 

 

 

長崎県勤労福祉会館

２階講堂 

〒850-0031 

長崎市桜町９-６ 

℡095（821）1456 

 

＊駐車場がありませ

んので交通機関をご

利用ください。 

 

平成２９年１１月

１６日（木）予定 

 

長崎県国保会館正

面玄関及び長崎県

国民健康保険団体

連合会のホームペ

ージに合格者の受

験番号を掲示する

ほか、合格者には文

書で通知します。 

 

＊不合格者には通

知いたしません。 

第二次試験 日時、場所等については、第一次試験合格の際にお知らせします。 



 

申込書 

請求先 

申込書は長崎県国民健康保険団体連合会総務課総務財政班で交付します。 

申込書を請求する際は、封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書し、

１２０円切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（角形２号/３３㎝×２４㎝）

を必ず同封してください。 

試験の申

込方法及

び申込上

の注意 

（ア）申込書及び受験票には必要事項を記入し、長崎県国民健康保険団体連

合会総務課総務財政班へ提出のうえ、受験票を受け取ってください。 

（イ）申込書及び受験票を郵送される方は、封書（簡易書留扱い）にしてく

ださい。 

   なお、受験票には郵便はがき欄に宛て先を明記し、６２円切手を必ず

貼ってください。 

（ウ）申込の際は、必ず申込書に写真を貼ってください。なお、写真のない

場合は受け付けができません。 

   写真は申込前６か月以内に、帽子をかぶらないで正面から上半身を撮

影したもので、本人とはっきりわかるもの 

   （縦５．５㎝、横４．５㎝程度のもの） 

 

個人情報

の取扱い 

申込者及び第一次試験合格者から取得する個人情報は、長崎県国民健康保険

団体連合会の職員を採用するために利用するものであり、職員採用に係る業

務に必要な範囲でしか利用いたしません。 

 

７ 合格から採用まで 

 （１）第二次試験の合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定

されます。 

 （２）採用候補者名簿の有効期間は、登載の日から１年間です。なお、今回の試験に

より作成する採用候補者名簿は、主として平成３０年４月１日付の採用に対応

するものです。 

 （３）受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、申込書記

載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

 

８ 給与・勤務時間 

  （１）給与 

    ①給料月額 

     ・大学卒・・・・・１７８，２００円 



 

    （注）上記の給料月額は、平成２９年４月１日現在の初任給ですが、職歴を有

する者または大学院を終了した者は、条件に応じて加算されます。 

 

    ②諸手当 

規則の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手

当、期末手当、勤勉手当などが支給されます。 

 

  （２）勤務条件 

     勤務時間は８時４５分から１７時３０分までで、原則として土曜日・日曜

日・祝日は休みとなっています。休暇は、年次有給休暇のほか、規則の定める

ところにより夏季休暇などがあります。 

 

９ 問い合わせ先 

   長崎県国民健康保険団体連合会 総務課総務財政班 

   〒850－0025 長崎市今博多町８番地２ TEL 095－826－7291 

内線 201／担当：橋(ハシ） 


